
滋賀県知事　　三日月　大造

１　処分の原因となった事実

　　建設業法第12条（第17条において準用する場合を含む。）の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５号に該当する。

２　建設業の許可の全部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R7.3.6 イマイ建築企画 今井　米二 滋賀県守山市水保町３２
（般－２）
第２２４６０号

建

R7.3.7 青西工務店 青西　保則 滋賀県東近江市中一色町３７１
（般－４）
第４２４７４号

建　大

R7.3.17 （株）宝文堂 宮城　宏己 滋賀県栗東市手原４－２－２８
（般－２）
第２３１１３号

大　内　具

R7.3.17 佛性左官店 佛性　建道 滋賀県大津市仰木２－６－１７
（般－３）
第１３３８２号

左

R7.3.18 上喜造園 上田　喜四郎 滋賀県犬上郡甲良町長寺７４５－１１
（般－４）
第５０２１３号

園

R7.3.21 下澤工業 下澤　良寛 滋賀県大津市南郷２－２６－１２
（般－５）
第１３２８７号

土　石　鋼　舗　しゅ　水

R7.3.21 緑峰園 伊藤　由紀 滋賀県長浜市千草町７９－６
（般－６）
第６１２８７号

と　園

R7.3.21 （株）丸屋建設 嶋田　礼子 滋賀県栗東市辻４７４－２
（特－２）
第２０１９１号

建

　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり建設業者の許可を取り消したので、同法第29条の５第１項の規定により公告する。

処分年月日

処分を受けた者
取り消した
建設業の種類

令和7年4月30日



３　建設業の許可の一部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R7.3.31 （株）泰平 新谷　泰弘 大津市大平１－３－１４
（般－４）
第１３３９１号

石、鋼、舗、しゅ、水

処分年月日

処分を受けた者
取り消した
建設業の種類


